
大阪市立城東中学校 「身なりのきまり」 

項目 男 子 女 子 

１．制服 ○ 上着 

・ 学校指定のブレザー 

・ 学校指定の白カッターシャツ 

・ 名札をつける 

○ ズボン 

・ 学校指定のズボン（ストレート） 

・ ベルトの着用（黒、黒に近い色） 

（派手なものはさける：２つ穴、かざりな

どは禁止） 

 

○ 上着 

・ 学校指定のブレザー 

・ 学校指定の白カッターシャツ 

・ 名札をつける 

○ スカート 

・ 学校指定のスカート 

・ 明らかに長すぎたり、短すぎたりし

ないようにする。 

（ひざ下が隠れる程度が標準です） 

 

※男女とも変形加工したものは禁止。 

２．肌着 必ず、白の肌着（Ｔシャツなど）をつける。 

※肌着は色もの、ハイネック、柄物、素肌にカッターシャツは認めていない。 

３．くつ下 ・ 白のソックス 

・ ワンポイントは良い。 

・ 女子についてはベージュのストッキングは履いてもよい。 

※色柄・ライン入り、くるぶしソックスは認めていない。 

４．通学用靴 ・ 白を基調としたひもつきの運動靴。ひもは白色無地であること。 

・ 派手なものは避ける。 

※色もの、高価なもの、ひも無し、ハイカットなどは認めていません。 

５．体育館ｼｭｰｽﾞ ・ 城東中学校指定のもの。 

（名前をかかと 2 カ所に記入しておく） 

６．頭髪 ・耳が見えて、前髪は眉にかからず、後ろ

はエリにかからないようにすること。 

・さっぱりした髪型 

・目にかからない。 

 

 

・前髪は眉毛いっぱいにかかる程度、後

ろは肩にかからない長さにすること。 

・それより長い場合は、黒系統のゴムで

くくる。 

・ゴムやピンは幅広のものや飾りのつい

たもの（リボンなど）等は避ける。 

※整髪料、脱色や染毛、カール、パーマ、奇抜な髪形（ツーブロック、モヒカン、

アシンメトリー、エクステ）などは認めていません。 



 

７．防寒着 ・ 学校指定のウィンドブレーカー 

・ 防寒着着用期間（12 月 1 日～）には、登下校時のみ、手袋・マフラーを使用

しても良い。ただし派手なものは避ける。 

・ 学校内（通用門）に入ったら、防寒着はすぐに脱ぐこと。 

・ 黒・紺・グレー系の V ネックセーターのみ着用を認めています。「制服の中」

に着てもよいが、移動時には必ず制服の上着を着ること。 

・ 学校指定以外のジャンパー（カーディガン含む）等の着用は認めていません。 

８．通学かばん ・ 学校指定のバッグ、サブバックを使用する。 

・ 落書き、シール貼りは禁止です。 

（キーホルダーは派手でない物をひとつまでにしましょう） 

９．その他の服装 ・ まゆを細めたり、化粧、香水、口紅、色つきのリップ、マニュキュアの使用、

ピアス、指輪、装飾品などは禁止です。 

１０．持ち物 ・ 持ち物には名前を書くようにしましょう。 

・ 学校生活に不必要なもの（雑誌、マンガ、遊び道具、ipod、携帯電話等）は持

ってこない。 

・ お金は必要な分だけ持ってくるようにしましょう（必要な分以外はもってこな

い）。 

※不用品類を持ってきた場合には、直接保護者に返却します。 

１１．登下校 ・ 時間にゆとりを持って、余裕を持って教室に入るようにしよう。 

・ 欠席、遅刻の連絡は、保護者の方に直接学校に連絡してもらいます。 

（できるだけ８：２５まで）。 

・ 交通規則や交通道徳を守って、事故に気をつけましょう。 

・ 自転車による登校は原則禁止です。 

※無許可で乗ってきた場合には預かり、保護者に返却します。 

１２．校内生活 ・ きまりを守って、中学生らしい生活をしよう。 

・ 積極的に勉強・部活動・行事・委員会活動に取り組もう。 

・ 常に城東中学校の生徒として自覚を持って生活しよう。 

・ 時間を守り、５分前行動を常に心がけよう。 

・ チャイムが鳴ったら授業が開始できるように準備しよう。 

 


